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申 請 概 要 
 

１ 申 請 者 

  東日本電信電話株式会社 

   代表取締役社長 江部 努 

  （以下「ＮＴＴ東日本」という。） 

 

２ 申請年月日 

  平成 22 年 6 月 28 日 

 

３ 実施予定日 

  平成 22 年 7 月 1 日から実施。 

 

４ 概 要 

  本件は、一般番号ポータビリティ申込受付システム※１（以下「受付システム」とい

う。）のシステム更改に伴い、ルーティング番号登録工事等受付手続費等の額を変

更するため、電気通信事業法（以下「法」という。）第 33 条第 2 項の規定に基づき接

続約款の変更を行うものである。 

※１ 一般番号ポータビリティに係る移転、廃止、事業者間移転、ルーティング番号変更、同一番

号移転可否情報調査、記載内容変更、及びオーダキャンセルに係る申込みがＷｅｂ上で可能。

また、当該受付システムを利用する事業者は、申込受付状況等についてＷｅｂ上で確認が可

能。 

 

（システム概要及び手続費改定の対象） 

 

接続事業者
・システム受付
・名義人自動確認
・設置場所自動確認
・質権・差押有無確認
・提供可否回答
・休止等、番ポオーダの自動投入

番号ポータビリティ
申込受付システム

ＮＴＴ東日本受付窓口

システム端末
※自動確認においてエラーとなっ
た場合には目視確認を実施

顧客情報
ＤＢ

提供可否回答

番号ﾎﾟｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ申込み

インターネット

自動流通

システム更改に伴う
手続費の改定

※点線赤枠内が今回の申請対象

（別紙１） 
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５ 主な変更内容 

  現在、接続事業者がＮＴＴ東日本に対して一般番号ポータビリティの申込みを行う

場合には、受付システムによりオンライン申込みが可能となっている。 

  今回、この受付システムが保守契約期間の満了を迎えるため、システム更改を行

う必要があることから、ルーティング番号登録工事等受付手続費及び同一番号移転

可否情報調査費の料金額を変更するものである。 

 

（１）手続費の変更内容 

区分 単位 変更前 変更後 差額 

ルーティング

番 号 登 録 工

事 等 受 付 手

続費 

NTT 東西が指定した電

気通信回線設備を通じ

たルーティング番号登

録工事等の申込みの受

付に要する費用 

ア イ以外の場合 

１件ごとに 

68 円 67 円 ▲1 円

イ ルーティング番号等

削除工事（ルーティン

グ番号のみを削除す

る場合に限る）又はル

ーティング番号変更

工事を行う場合 

192 円 187 円 ▲5 円

同 一 番 号 移

転 可 否 情 報

調査費 

同一番号移転可否情報 

を提供する手続きに要 

する費用 

イ ＮＴＴ東西が指定し

た電気通信回線設備

を通じて調査を行う場

合 

１ 電 気 通 信 番

号ごとの１件ご

とに 

336 円 331 円 ▲5 円

 

（２）接続料算定の概要 

各手続費に係る費用については、本システム更改に係る費用（約 1.8 億円※２）を加

味した上で、各手続に係る年経費（設備管理運営費等）を算出して算定したもので

ある。いずれの算定においても、接続約款の料金表に記載の網改造料の算定式に

準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用、利益対応税を算定し

ている。 

また、単金の算定に用いる需要（利用見込件数）及び作業時間については、本

変更適用前の料金算定に用いた値と同じものを用いているところである。 

※２ ＮＴＴ東日本では、これまで別々のシステムとして運用してきた「光ファイバ申込受付システ

ム」、「ＤＳＬ申込受付システム」、「一般番号ポータビリティ申込受付システム」のハードウェア

を共有化することでコスト削減を図ることとしており、これらのシステム開発の総費用（約 28 億

円）のうち約 1.8 億円が一般番号ポータビリティ申込受付システムの開発費となる。 

 

６ 諮問を要しない理由 

  本件は、平成 22 年３月 1 日に総基料第 42 号をもって認可した各手続費に関し、

システム更改に係る費用を加味した上で、平成 22 年度に適用される網改造料の算

定に用いる諸比率等に基づき、当該認可時と同様の算定方法によって当該手続費

の額を改定するものであり、当該手続費の額も低廉化されることから、情報通信行

政・郵政行政審議会に諮問して改めて内容を精査する必要性が乏しいと考えられ

る。 

  したがって、法第 169 条ただし書及び情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信

事業部会決定第５号に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会において本件につ

いて諮問を要しない軽微な事項として認められたものである。 


